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１ 原子力の開発・利用に当たっての「基本原則」の再確認 

・原子力小委員会では、２０２２年８月２５日に議論の中間整理を行い、原子力の開

発・利用に当たっての「基本原則」を提示したところ。 

・２０２２年８月２４日の第２回ＧＸ実行会議において提起された課題も含めて、

今後の原子力政策については、この「基本原則」に沿った検討を進めていくことが

適当。 

・分野横断的・時間的な「政策の一貫性」を担保しつつ、予見可能性や国民理解を高

めていく観点からも、この「基本原則」に示した考え方については、法令等におい

ても明確化することが望ましい。 

 

 

 

 

  

原子力の開発・利用に当たっての「基本原則」 

①   開発･利用に当たっての「安全性が最優先」であるとの共通原則の再確認 

②   原子力により実現すべき価値（Ｓ＋３Ｅの深化） 

― 革新技術による安全性向上 

― 安全強化に向けた不断の組織運営の改善、社会との開かれた対話を通じ 

た、エネルギー利用に関する理解・受容性の確保 

― 我が国のエネルギー供給における「自己決定力」の確保 

― グリーントランスフォーメーションにおける「牽引役」としての貢献 

③   国･事業者が満たすべき条件  

― 規制に止まらない安全追求･地域貢献と、オープンな形での不断の問い直し  

― 安全向上に取り組んでいく技術･人材の維持･強化、必要なリソースの確保 

― バックエンド問題等、全国的な課題において前面に立つべき国の責務遂行 

― 関係者が上述の価値の実現に向けて取り組むために必要となる国の政策措置 

― 官民の関係者による取組全体の整合性を確保していくための枠組みの検討 
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２ 各課題への対応の方向性と行動指針 

・「基本原則」の内容、及びエネルギー基本計画の記載内容1を踏まえて、ＧＸ実行会

議において提起されたテーマをはじめ、以下の各項目に掲げる課題について、対応

の方向性と、関係者による具体的な取組に向けた指針を、それぞれ以下の通り整理

する。 

・国や事業者等の関係者は、可能なものから早期に、指針に示した内容の実行に向け

たアクションを具体化していくものとする。また、その内容については、必要に応

じて本小委員会でも議論・検討を行っていくこととする。 

 

（１）再稼働への関係者の総力の結集 

①自主的安全性向上の取組等 

ⅰ）産業大での連携による安全マネジメントの改革等 

・電気事業連合会「安全マネジメント改革タスクチーム」等によるベストプラクティス

の共有・横展開 

・原子力エネルギー協議会（ATENA）による、技術的な共通課題への対応案の策定 

や各事業者に対する指導の強化、海外機関（米国原子力エネルギー協会等）との協働等 

・電気事業連合会「再稼働加速タスクフォース」等による産業大での人的・技術的

な相互支援、技術知見の蓄積・継承の強化 

・各社 CNO（Chief Nuclear Officer）や ATENAを中心とした、技術課題や安全審

査・検査に係る規制当局・学会等との積極的な意見交換、共通理解の醸成 

ⅱ）広範なステークホルダーとの双方向コミュニケーション 

・事業者による立地地域等ステークホルダーとの双方向コミュニケーション深化、 

それを活用したマネジメント改善の仕組みの実装・改善 

・国による上記取組への積極的な参画・サポート 

 
1 第六次エネルギー基本計画（令和３年 10月閣議決定）では、「２０５０年カーボンニュートラルを実現する

ために、（中略）原子力については、国民からの信頼確保に努め、安全性の確保を大前提に、必要な規模を持

続的に活用していく。こうした取組など、安価で安定したエネルギー供給によって国際競争力の維持や国民負

担の抑制を図りつつ２０５０年カーボンニュートラルを実現できるよう、あらゆる選択肢を追求する。」とさ

れており、基本原則及び行動指針の内容は、この趣旨を踏まえて策定されたものである。 

東京電力福島第一原子力発電所事故の最大の教訓である「安全神話からの脱却」を

不断に問い直していくべく、国と事業者は、幅広い関係者と連携して、規制充足に

とどまらない継続的な安全性向上に向けて、安全マネジメントの改革を進める。 

また、再稼働の加速に向けて、規制当局との共通理解の醸成、審査対応上の技術的

課題への対応、人的リソースの確保等を進めるため、産業大の連携を強化する。 
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ⅲ）安全対策の充実に向けた環境づくり 

・原子力安全推進協会（JANSI）による厳格なピアレビューの充実・改善 

・世界原子力発電事業者協会（WANO）によるピアレビューや国際原子力機関（IAEA）

による安全レビューなど、国際的な安全基準を踏まえた取組の推進 

・国による安全対策投資に資する予見可能性確保など事業環境整備の検討 

・各原子力発電所等の警備に関する関係省庁・関係機関との間の連携体制強化の取

組への事業者の協力推進 
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②立地地域との共生 

立地地域の実情やニーズに即した地域振興支援や、新産業・雇用創出を含む将来像を

国・事業者が共に描く取組など、対象地域から高い評価を得たグッドプラクティスの

他地域への横展開等を進める。 

また、災害に対する地域住民の不安の声や自治体の業務負担の増大等も踏まえ、人材

育成を含めた自治体の取組への支援、防災対策の見直しと不断の改善に向けた官民

連携等を進め、防災対策の一層の充実・強化を図る。2 

 

ⅰ）地域の実情を踏まえた支援の強化 

・国の職員による、地域の理解活動や避難計画の策定・充実に向けた「地域支援 

チーム（仮称）」の創設等を通じたきめ細かい支援の展開 

・地域ニーズに応じた、再エネ活用や地域資源の活用、事業・産業の創出・まちづくり等の支援 

・立地自治体・国・事業者が協働した地域の経済・社会の将来像を描く取組の展開、

その実現に向けた取組への支援強化 

 

ⅱ）避難計画の策定や防災体制の充実に向けた支援の強化 

・地域の災害対応能力の向上に向けた取組に対する、関係省庁との連携を通じた

支援の強化 

・関係自治体と国・事業者等の連携による、自治体職員等を対象としたエネルギー政策、

技術・安全規制、防災等に係る最新知見の共有・理解促進の仕組みの構築 

・関係自治体との連携による、立地自治体と国との間での、首長・幹部・ 

管理職・担当者等の各層における定期的・実効的な意見交換機会の創出 

  

 
2 避難計画の策定や防災体制の充実は、原発が稼働するか否かに関わらず必要。 
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③国民各層とのコミュニケーション3 

 

ⅰ）国・事業者によるコミュニケーションの目的を明確にした広報活動の質的向上 

・コミュニケーション・広報活動を行う目的の再整理・明確化 

（※例：再稼働方針の理解確保に向けたエネルギー政策の説明/継続的な安全向上を目指した

ステークホルダーへの取組状況の説明/地域との将来像共創に向けた意見交換/電力の大

消費地等も対象としたエネルギー政策全体の中での原子力の位置づけの説明 等） 

・年齢等の属性に応じた情報ニーズや入手経路の傾向分析、それを踏まえたコンテ

ンツや提供手段の多様化（対面説明、WEB･SNS、新聞媒体等の複数メディアの活用） 

 

ⅱ）コミュニケーション手段の多様化による広報の質・量の充実・強化 

・政策の説明会や対話型意見交換会、有識者も参画したシンポジウムの開催等、 

双方向のコミュニケーション・意見交換機会の深化・充実 

・複数のメディアを組み合わせた情報発信など、コミュニケーション手段の多様化 

（※例：資源エネルギー庁ホームページに開設した分かりやすい特設ページの活用等） 

 

  

 
3 本項で記載する内容については、原子力発電所の再稼働のみならず、（２）～（６）の内容に係る理解確保の

取組を行うに当たっても十分に留意して行うことが必要である。 

エネルギー利用に関する理解・受容性を確保していくため、国や事業者等からの画

一的・一方通行的な情報提供にとどまらず、コミュニケーションを行う目的、対象

の再整理・明確化を行った上で、幅広い層との間での開かれた対話に向けて、コミ

ュニケーションの手段を多様化し、質・量の強化・充実を図る。 

また、こうしたコミュニケーションの内容を踏まえて、国・事業者等の取組内容に

対する振り返りを継続的に行いながら、今後の改善に向けた検討に活かしていく。 
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（２）運転期間の延長など既設原発の最大限活用 

①運転期間の取扱いに関する仕組みの整備 

（利用政策の観点から整理した仕組みのイメージ） 

・立地地域等における不安の声や、東電福島第一原発事故を踏まえて導入された

現行制度との連続性4、技術的な新陳代謝の確保等にも配慮して、現段階におけ

る仕組みとしては、引き続き運転期間に上限を設けることとする。 

・運転期間は 40年とした上で、これを超えて運転をする場合には、延長の必要性

について以下の事項の認定を受けなければならないことを、条件として明確化

する。 

A：電力の安定供給の選択肢確保への貢献 

B：電源の脱炭素化によるＧＸ推進への貢献 

C：安全マネジメントや防災対策の不断の改善に向けた組織運営体制の構築 

・延長を認める運転期間については、20年を目安とした上で、以下の事由による

運転停止期間についてはカウントに含めないこととする。 

A：東日本大震災発生後の法制度（安全規制等）の変更に伴って生じた運転

停止期間（事情変更後の審査・準備期間を含む） 

B：東日本大震災発生後の行政命令・勧告・行政指導等に伴って生じた運転

停止期間（事業者の不適切な行為によるものを除く） 

C：東日本大震災発生後の裁判所による仮処分命令等その他事業者が予見し

がたい事由に伴って生じた運転停止期間（上級審等で是正されたものに

限る） 

・今後、地域理解や安全向上に係る取組、次世代革新炉の開発・建設の進展や、

国際的な基準の確立、安定供給に係る社会的な情勢の変化等を継続的に確認し

つつ、制度に係る予見性確保等の観点から客観的な政策評価を行うこととす

る。また、仕組みの整備から一定の期間を経た後、必要に応じた見直しを行う

ことを明確化する。 

 
4 第六次エネルギー基本計画では、「東京電力福島第一原子力発電所事故を経験した我が国としては、安全を最

優先し、経済的に自立し脱炭素化した再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減す

る。」としている。 

原子力規制委員会により安全性が確認されなければ、運転できないことは大前提。

その上で、エネルギー供給における「自己決定力」の確保、グリーントランスフォ

ーメーションにおける「牽引役」としての貢献、安全強化に向けた不断の組織運営

の改善など、利用政策の観点から、地域の理解・受容性確保や革新技術による安全

性向上等の要素にも配慮しつつ、運転期間に関する仕組みを整備する。 

また、仕組みの整備に当たっては、 
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・エネルギー供給における「自己決定力」の確保をはじめ、上述の観点から行わ

れる利用政策と、科学的・技術的観点から行われる規制政策の峻別には十分配

慮しつつも、制度化に向けては、政府の責任の下で総合的に対応を進めるとと

もに、立地地域・国民の理解確保に向けては、双方の視点から整合的でわかり

やすい説明に努める。 

・事業者は、ATENAの経年劣化知見拡充 WG等の取組を通じて、産業大での技術的

知見や経験の蓄積・拡充の取組を進めるとともに、自らも保全活動等に係る説

明責任を積極的に果たしていく。 

 

 

②設備利用率の向上 

 

・ATENAによる PWRプラントの 15ヶ月運転導入に向けた技術的検討、規制手続の 

明確化に向けた規制当局との議論 

・事業者、電力中央研究所原子力リスク研究センター（NRRC）、ATENA等の関係者に 

よる、運転中保全の導入に向けた課題の整理、規制当局との議論 

・事業者による、定期検査の効率的実施に向けた内外の取組の分析・良好事例の導入 

・事業者による、保守管理の高度化と、安全性の確保に関する政府一体となった立地

自治体等へのわかりやすい説明の実施 

  

エネルギー供給における「自己決定力」の確保や、グリーントランスフォーメーションにお

ける「牽引役」としての貢献に資するため、安全性確保を大前提に、運転サイクル

の長期化、運転中保全の導入拡大及び定期検査の効率的な実施に取り組む。 
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（３）新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設 

①開発・建設に向けた方針 

  

将来にわたり、革新技術による安全性向上、エネルギー供給における「自己決定

力」の確保、グリーントランスフォーメーションにおける「牽引役」としての貢献

といった原子力の価値を実現していくため、そして足下から安全向上に取り組ん

でいく技術・人材を維持・強化していくためにも、安全性の確保を大前提として、

新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設を進めていく。 

その際、エネルギー利用に関する地域社会の理解・受容性の確保は大前提である。

このため、震災前と比較した依存度低減という現在の方針も踏まえ、まずは廃止

決定した炉の次世代革新炉への建て替えを対象として、六ヶ所再処理工場の竣工

等のバックエンド問題の進展も踏まえつつ具体化を進めていく。その他の開発・

建設は、各地域における再稼働状況や理解確保等の進展等、今後の状況を踏まえ

て検討していく。 
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②事業環境整備の在り方の具体化 

 

ⅰ）研究開発費を含む初期投資の大きさを踏まえた支援 

・国による、次世代革新炉の実証等を対象としたプロジェクトベースでの支援 

・国による、資金調達負担の大きさへの対応に関する支援手段の検討 

（※例：ファイナンス手法の多様化、官民のリスクシェアリングの枠組み検討 等） 

・事業者･ATENA による、規制当局との共通理解の醸成・改善への協働 

 

ⅱ）市場価格の変動等に対応した予見性の確保 

・国による、将来の安定供給の確保や脱炭素電源の確保等の政策趣旨に則った、

原子力発電所の建設や安全対策に係る投資を対象とする電力市場制度の在り方

の検討・具体化 

（※例：電力市場制度の再点検の結果を踏まえ、長期脱炭素電源オークションの枠組みを活用・

改善することによる、原子力を含めた計画的な脱炭素電源投資支援 等） 

・国による、バックエンド事業に係る予見性向上に向けた措置の検討・具体化 

  

上述①の価値実現に向けて、脱炭素電源である次世代革新炉への投資を促すため、

初期費用に係る資金調達負担の大きさや回収期間の長期化、市場価格の変動に伴う

中長期的な収入の予見性の低さ、バックエンド事業の不確実性などの課題の解決に

向けて、海外事例も参考としつつ、実証炉に対するプロジェクトベースでの政府支

援、収入の安定化に資する制度措置等、事業環境整備の検討・具体化を進める。 
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③研究開発態勢の整備 

 

ⅰ）ステークホルダーが共有できる将来見通しの確立 

・国による、次世代革新炉の開発･利用に向けた、技術ポートフォリオ・導入工程

の明確化･共有、マイルストーンに基づく定期的評価と PDCA サイクルの実施 

（※「革新炉開発の技術ロードマップ」の内容や進捗状況等について、今後、小委員会・革新

炉ＷＧ等の場も活用して定期評価） 

 ・社会ニーズを踏まえた導入工程の前倒しに向けた不断の検討 

・事業者による、革新技術の実装の円滑化と安全向上に向けた、規制当局との共通

理解の醸成･改善への協働 

・国と学会、日本原子力研究開発機構(JAEA)、事業者等の連携による、燃料供給や

核燃料サイクル、廃棄物処分などライフサイクル全体に関する長期的な整合性の

確保に向けた研究･検討の推進 

・上記の研究成果や他電源の見通し等も踏まえた、関係者による将来の原子力利用

の規模等に関するシナリオの検討 

 

ⅱ）具体的プロジェクトに沿った実効的な研究開発の支援 

・国によるプロジェクトベースでの支援態勢の強化 

・国・事業者による、米英仏等との戦略的な連携を活用した、次世代革新炉の自律的

な研究開発の推進 

 

 

ⅲ）研究開発プロジェクトのマネジメント機能の強化 

・国・JAEA・事業者など関係者の協働による「司令塔機能」の創設、産業界を統括

する中核企業の設定 

・関係者の協働による、民間人材の活用推進と流動性の確保、プロジェクトマネジ

メント人材の登用･育成、能力発揮に向けた環境整備の検討等 

 

官民のリソースを結集する態勢を構築するべく、ステークホルダーが共有できる

将来見通しを確立し、具体的プロジェクトに沿った実効的な研究開発態勢を構築

する。特に、一貫性を持ってシステム全体の設計・管理を実施する責任体制、 

「司令塔機能」の確立に向けては、過去事例の教訓や海外事例の学び等も踏まえ、

建設までを見通した「具備すべき要件」を明確化・共有しつつ、枠組み作りを精力

的に進める。 
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＜司令塔機能の要件＞ 

①強力なリーダーシップによって、開発、設計から建設、安定的な運転に至るま

での一連の工程を指揮・命令できるマネジメント体制 

・政策目的と直結したプロジェクトの将来像を描き、対外的にも発信していく

リーダーシップ 

・開発、建設から安定運転に至るまで、現場とは独立し、強力にプロジェクト

を推進する能力 

・メーカー、実用化された際のエンドユーザーの知見、ノウハウを最大限活用

できる協力体制 

・原子力発電所を安全かつ安定的に運転・管理する能力 

② 予算制度上の制約に過度に縛られることなく、必要に応じて戦略的な予算配分

を行う等、「単年度主義」や「縦割り」に陥らない長期間・分野横断の予算配分

と工程管理を行う能力 

③プロジェクトリーダーの下、立地地域との適切なコミュニケーションを維持・

強化し、理解を得ながら開発を進めていく態勢 
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④基盤的研究開発・基盤インフラの整備及び人材育成等の取組強化 

 

ⅰ）基盤インフラの整備等 

・国や JAEA 等の関係者による、今後 10 年以内に JAEA が中心になって着手すべき

研究開発項目及び基盤インフラの整理 

・国や JAEA 等の関係者による、高速実験炉「常陽」の再稼働に向けた取組や大型

ナトリウム試験施設「AtheNa」の整備のほか、今後の研究開発に向けた高速中性

子照射場、燃料製造施設や再処理実証施設等の整備の検討など、上記を踏まえた

基盤的研究開発やインフラ整備に対する必要な支援の速やかな実施 

 

ⅱ）人材育成等の取組の強化 

・産業界のニーズも踏まえ、大学の技術的知見を蓄積・活用するため、JAEA が『知

の集約拠点』として貢献 

  

次世代革新炉の研究開発やそのための人材育成の基礎を構築していくため、JAEA

を中核とする基盤的研究開発や基盤インフラの整備における今後の課題を整理

し、国内の開発環境を維持・向上させる措置を講じる。 
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（４）再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化 

①再処理やプルサーマル等の推進に向けた取組 

 

ⅰ）六ヶ所再処理工場の竣工 

・国による、工事・審査対応等の進捗や体制の随時確認、事業者に対する指導等 

・電気事業連合会「サイクル推進タスクフォース」等を中心とした、日本原燃の審

査対応に対する産業大の支援の強化 

 

ⅱ）プルサーマルの推進等 

・事業者による、プルサーマルに係る地元理解の確保等に向けた取組の強化 

・国による、プルサーマルを推進する自治体向けの交付金制度の創設 

・国・関係者による、使用済 MOX 燃料の再処理技術の早期確立に向けた研究開発の

加速、官民連携による国際協力の推進、これも踏まえた処理・処分の方策の検討 

（※2030年代後半の技術確立を目途に取り組む） 

 

ⅲ）使用済燃料対策 

・原子力事業者の連携による、貯蔵能力の拡大計画の実現に向けた取組の強化 

・国による、地域の理解確保等に係る前面に立った主体的な対応 

・関係者による、使用済燃料対策推進協議会等を活用した進捗状況の確認・取組加速 

 

  

使用済燃料の再処理について、日本原燃は六ヶ所再処理工場の新たな竣工目標実

現に向けて、規制当局との緊密なコミュニケーション等により、安全審査等への

対応を確実かつ効率的に進める。また、プルサーマルの推進や使用済燃料の貯蔵

能力の拡大等に向けて、電力事業者が連携し、地元理解に向けた取組を強化する

とともに、国もこうした取組をサポートし、主体的に対応する。 
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②廃炉の円滑化に向けた取組 

 

ⅰ）廃炉全体の総合的なマネジメントや拠出金制度等の創設 

・国及び事業者等の関係者の連携による、廃炉に関する知見・ノウハウの蓄積・共

有や資金の着実な手当てを担う主体の創設 

・国及び事業者等の関係者による、商用炉以外の原子力施設の廃止措置の円滑化に

資する連携・協働 

 

 

2020年代半ば以降に原子炉等の解体作業が本格化することが見込まれる中、我が

国における着実かつ効率的な廃炉を実現するため、廃炉に関する知見・ノウハウ

の蓄積・共有や必要な資金の確保等を行うための仕組みを構築する。 

また、クリアランス対象物のフリーリリースを見据えた理解活動を推進するとと

もに、福井県等の自治体関係者を含むリサイクルビジネスの組成と連携・協働する。 

＜制度措置のイメージ＞ 

 

【制度を担う機能の在り方】 

・原子炉等規制法に基づく廃止措置の実施責任が原子力事業者にあることも踏ま

え、民間の発意で設立される主体が機能を担うこととしつつ、透明性・中立性

の確保等の観点から、国による一定の関与・監督を行うため、当該主体は認可

法人とする。 

・主体となる認可法人は、行政コスト増大抑制の観点から、新設ではなく、業務

の類似性が高い既存法人の使用済燃料再処理機構の活用を検討することとし、

その場合には、業務を行う部門や経理を区分する等の適切な措置を講じるもの

とする。 

・認可法人には、以下の業務を行わせることとする。 

①我が国全体の廃炉の総合的なマネジメント 

②廃炉に関する研究開発等の事業者に共通する課題への対応 

③廃炉のための資金の確保・管理や事業者が実施する廃炉に要する費用の支弁 

・認可法人の適切な業務運営を確保するため、外部有識者を含む第三者委員会、

国による一定の関与・監督、事業計画書等の作成・公表等の仕組みを設けるも

のとする。 

・万が一、認可法人が不測の事態により業務継続が困難な状況となった場合に

は、国が必要な措置を講じるものとする。 
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ⅱ）クリアランス対象物の再利用促進に向けた国及び事業者の取組 

・クリアランス対象物の再利用のための実証、その安全性確認や再利用方法の 

合理化の推進 

・クリアランス制度の社会定着に向けた、制度や安全面等に関する理解活動の強化 

・福井県嶺南 Eコースト計画等のリサイクルビジネスの組成との協働やサポート 

の強化 

  

【拠出金制度の在り方】 

・廃炉に要する費用を含め、認可法人が行う業務全体の費用に充てるため、事業者

に対して、拠出金を認可法人に拠出することを義務付ける。 

・拠出金の金額の設定については、我が国全体の廃炉の長期的な見通しに照らし

て、必要な資金が確実に確保されるよう、将来の不確実性も踏まえた水準とした

上で、国の認可にかからしめるものとする。 

・現行の解体引当金制度に基づいて事業者がこれまで引き当ててきた資金は、その

大半が規制料金下で回収されたものであるという料金制度上の経緯等も踏まえ、

事業者の経営状況等にも配慮しつつ、認可法人の業務に支障が及ばない範囲内

で、適当な期間（例えば 30年間）で分割して拠出させることとする。 

・認可法人が、事業者に対し、その廃炉費用の支弁を行うに当たっては、廃炉費用

の適正性を確認した上で支弁するものとする。 
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③最終処分の実現に向けた取組 

 

ⅰ）文献調査の実施地域拡大に向けた国主導の理解活動の強化等 

・国と NUMO・事業者の連携による情報提供等の強化 

（※例： 

・全国知事会や全国町村会、全国原子力発電所所在市町村協議会等の場の活用 

・関心自治体等に対する、NUMO・事業者と連携した情報提供や視察、学習等の支援 

・地域の関心に応じ、国主催の首長勉強会・交流会の開催、経済団体等への段階的な働きかけ 

・これまでの取組状況や北海道２自治体（寿都町、神恵内村）における対話活動の状況等に 

係る発信を目的としたシンポジウムの開催 

・若年層に対する、教育現場とも連携した理解促進活動の強化） 

・NUMO と事業者による地域に根ざした理解活動の推進 

 

ⅱ）技術基盤・国際連携の強化 

・NUMO における技術基盤の強化 

（※例：調査・設計・安全評価技術の向上（人材確保含む）、情報収集機能の強化等） 

・国・NUMOの連携による国際交流・連携の強化 

（※例：海外の処分場立地地域との交流機会の拡大 

原子力利用国や国際機関との連携強化 

NUMOによる他国の処分事業主体との共同研究、人材交流等） 

  

最終処分事業に貢献する地域への敬意や感謝の念が社会的に広く共有されるよ

う、国主導での国民理解の促進、自治体等への主体的な働きかけを抜本強化する

こととし、今後具体化を進める。 

また、原子力発電環境整備機構（NUMO）及び事業者は連携を強化し、技術基盤の

強化や地域に根ざした理解活動の推進、若年層を含む全国的な理解活動の強化な

ど、長期的かつ着実な取組に向けた機能・活動の拡充を図る。 

さらに、原子力利用国や国際機関との交流・連携の強化による共同研究や

人材交流等を推進し、技術的信頼性の更なる向上等につなげる。 
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（５）サプライチェーンの維持・強化 

①国内サプライチェーンの維持・強化 

 

ⅰ）戦略的な原子力人材の確保・育成 

・国による、デジタル技術の活用等のものづくり企業の技能継承支援 

・国・産業界、「未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム」（ANEC；大学

や高専等が参加）との連携による、産学官における原子力人材の育成体制拡充、

「ものづくり現場スキル」の習得推進 

・産業界における、若手技術者等の人材確保に向けた「人材スキル・ニーズ」の 

特定・発信 

・事業者による相互の人材確保支援（※例：先行再稼働プラントへの運転員の派遣等） 

 

ⅱ）部品・素材の供給途絶対策、事業承継 

・プラントメーカーによる、サプライヤの実態把握・供給途絶等のリスクの事前

把握態勢の構築 

・国（地方経済産業局）による、原子力関連企業の実情把握・恒常的な情報提供、 

足下の経営課題へのアドバイスや支援ツールの紹介等に向けた相談窓口の設置 

・国による、技術・事業承継への支援、供給途絶対策の推進支援 

（※例：税・補助金による事業承継支援、供給途絶時の代替品活用に向けた規格作り支援 等） 

  

原子力関連企業の個別の実情に応じてハンズオンで積極的にサポートを行う

ため、地方経済産業局等と連携し、人材育成・確保支援、部品・素材の供給

途絶対策、事業承継支援など、サプライチェーン全般に対する支援態勢を構

築する。 
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②海外プロジェクトへの参画支援 

 

ⅰ）海外プロジェクトへの参画態勢の構築 

・国・関係機関・主要メーカー等の連携による、海外プロジェクトへの参画を目

指した「炉型別チーム」の編成 

・海外原子力企業に対する国内サプライヤの実績・技術的強み等の積極発信・対

外交流の促進 

・国・産業界の連携による、同志国との間での、信頼性の高い原子力サプライチェーン  

の共同構築に向けた戦略的パートナーシップの構築 

 

ⅱ）海外プロジェクトへの参画支援 

・国による、海外規格への対応や研究開発・性能検証に対する支援 

・関係機関による、輸出ファイナンスの活用の強化 

・次世代革新炉等に関する国際的な研究開発活動をターゲットとする国内企業の

参画サポート 

 

 

  

次世代革新炉の開発・建設が進む場合にも、サプライヤが実際に製品調達・

ものづくり等の機会を得るまでには相当程度の期間を要することも踏まえ、

関連企業の技術・人材の維持に向けて、海外市場機会の獲得を官民で支援し

ていく。 
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（６）国際的な共通課題の解決への貢献 

①サプライチェーンの再構築 

 

・令和５年に日本が議長国を務めるＧ７関連会合等における 

連携強化を含む、同志国との間における国際協力の更なる深化 

・国・事業者による、米英仏等との戦略的な連携を活用した、次世代革新炉の自律

的な研究開発の推進（再掲） 

・国・産業界の連携による、同志国との間での、信頼性の高い原子力サプライチェーン  

の共同構築に向けた戦略的パートナーシップの構築（再掲） 

 

 

②世界の原子力安全・核セキュリティの確保に向けた取組 

 

・ウクライナにおける原子力安全・核セキュリティの確保に向けた IAEA の取組支援 

・米国等の同志国との連携によるウクライナ及びその周辺国に対する安全で信頼

性の高い原子力発電所の導入支援 

・原子力施設の安全確保等に向けた、IAEA を含む国際社会とのさらなる連携強化 

既設炉の最大限の活用、次世代革新炉の社会実装に向けた研究開発の促進、原子

力事業の予見性向上及び強靭なサプライチェーンの構築など、原子力を利用する

主要国が共通して直面する現下の課題を踏まえ、前節までに述べた各分野のアク

ションプランを通じ、率先して国際社会に貢献するとともに、同志国間の国際連

携を通じて、これらの課題の解決に取り組んでいく。 

ロシアによる侵略によって深刻な危機に晒されているウクライナの原子力施設の

安全確保等に向けた支援を始め、同志国及び国際機関との連携を通じて世界の原

子力安全・核セキュリティの確保に取り組む。 


